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開会 午後 １時２３分   

────────────────────────────────── 

◎開会宣告 

○議長（西原 浩君） 定刻前ではありますけれども、出席予定の皆さんがお揃いです

ので、会議に入りたいと思います。 

 会議に入ります前に申し上げます。 

 今会期中は、広報及び報道関係者の写真撮影を許可しておりますので、申し上げてお

きます。 

 また、当広域連合では、省エネ・節電を強く意識した働きやすい服装で執務を行う

「ナチュラル・ビズ・スタイル」を実施していることから、議場内においてもネクタイ

を着用しないことを許可しておりますので、併せて申し上げておきます。 

 ただいまより、令和８年第１回根室北部廃棄物処理広域連合議会定例会を開会いたし

ます。 

 ただいま出席している議員は１６名であります。定足数に達しておりますので、直ち

に本日の会議を開きます。 

  本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

────────────────────────────────── 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（西原 浩君） 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１１７条の規定により、議長において指名いたしま

す。 

 ３番山﨑陸郎議員、４番畑中浩議員、以上２名を指名いたします。 

────────────────────────────────── 

◎日程第２ 会期決定の件 

○議長（西原 浩君） 日程第２ 会期決定の件を議題といたします。 

 お諮りします。 

 本定例会の会期は、本日１日としたいと思います。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（西原 浩君） 異議なしと認めます。 

 したがって、会期は本日１日と決定いたしました。 

────────────────────────────────── 

◎日程第３ 諸般の報告 

○議長（西原 浩君） 日程第３ 諸般の報告を行います。 

 諸般の報告は、お手元に配布のとおりです。 

    ────────────────────────────────── 

◎日程第４ 広域連合長挨拶及び提出案件の概要説明 

○議長（西原 浩君） 日程第４ 広域連合長から挨拶及び提出されている案件の概要

について説明があります。 

 広域連合長。 

○広域連合長（曽根興三君） 本日、令和８年第１回根室北部廃棄物処理広域連合議会

定例会を招集させていただきましたところ、年度末にも関わらず、全員の議員の皆様の

出席いただき大変ありがとうございます。 



─ 4 ─ 

 初めに、令和７年度の各施設の運営状況についてご報告申し上げます。 

ごみ処理施設の稼働状況でございますけれども、今年度末における関係各町からの搬

入量につきましては、前年度実績を約２％上回る１万８００トン前後、焼却量につきま

しては、前年度実績を約５％下回る１万８８０トン前後を見込んでおります。 

また、リサイクルセンターの資源物搬入量につきましては、前年度実績を約１％下回

る１,８３０トンの予定でございます。 

いずれの施設も順調に稼働している状況でございます。 

次に、ごみ処理施設の今後の在り方についてでございます。 

築、約２０年を迎えたごみ処理施設の具体的な整備方法が決定したことを受けまし

て、昨年１１月の議会定例会において、速やかに長寿命化総合計画の素案を策定した上

で、パブリックコメントを実施し、広く意見を求めると申し上げたところ、パブリック

コメントは１２月２６日から１月２９日までの期間、広域連合のホームページ上への掲

載、関係町役場での閲覧等により実施いたしました。 

結果としましては、住民の皆様から御意見等はなかったことから、計画の素案は信任

を得られたものと理解し、長寿命化総合計画は素案のとおり完成といたしましたので御

報告申し上げます。 

次に、本定例会に提出しております議案の概要について御説明申し上げます。 

案件につきましては、議案２件、同意１件でございます。 

議案第１号は、令和８年度一般会計予算でございます。 

歳入歳出予算の総額をそれぞれ９億６,７００万円とするものであり、対前年比では

５．６％、金額で５,１００万円の増額ということになっております。 

この中には、ただいま申し上げました、ごみ処理施設長寿命化総合計画に基づく延命

化工事に係る計画支援事業費用が含まれております。 

議案第２号は、令和７年度一般会計補正予算でございます。 

今回の補正は、執行額の確定等による減額が主なものであり、歳入歳出予算の総額か

ら歳入歳出それぞれ１,９７８万４,０００円を減額しまして、歳入歳出予算の総額を８

億９,６２１万６,０００円とするものでございます。 

同意第１号は、根室町村等公平委員会委員の選任についてでございます。 

現在の公平委員会委員である大木敏道氏の任期が令和８年３月３１日をもって満了と

なりますことから、地方公務員法第９条の２第２項の規定によりまして、新たな委員の

選任について議会に同意を求めるものでございます。 

以上、議会開催にあたりまして私からの挨拶及び議案の概要説明とさせていただきま

す。 

御審議の上、御決定賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

────────────────────────────────── 

◎日程第５ 議案第２号 

○議長（西原 浩君） 日程第５ 議案第２号令和７年度根室北部廃棄物処理広域連合

一般会計補正予算を議題といたします。 

 内容について説明を求めます。 

 広域連合事務局長。 

○事務局長（田村康行君） 議案第２号の内容を説明いたします。 

別冊の令和７年度一般会計補正予算書の１ページをお開きください。 
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令和７年度根室北部廃棄物処理広域連合一般会計補正予算（第１号）。 

令和７年度根室北部廃棄物処理広域連合の一般会計の補正予算（第１号）は、次に定

めるところによる。 

第１条、歳入歳出予算の補正。 

歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１,９７８万４,０００円を減額し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ８億９,６２１万６,０００円とする。 

第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

第２条、地方債の補正。 

地方債の変更は、「第２表 地方債補正」による。 

２ページをお開きください。 

第１表、歳入歳出予算補正で、補正額の欄で申し上げます。 

初めに、上の表、歳入です。 

１款分担金及び負担金、１項で３,４６８万１,０００円の減。 

３款繰越金、１項で１,４０４万７,０００円の増。 

４款諸収入、１項と２項で８５万円の増。 

歳入合計で、１,９７８万４,０００円の減額です。 

次に、下の表、歳出です。 

１款議会費、１項で２１万２,０００円の減。 

２款総務費、１項で６５万１,０００円の増。 

３款衛生費、１項で２,０２２万３,０００円の減。 

歳出合計で１,９７８万４,０００円を減額し、補正後の歳入歳出予算の総額をそれぞ

れ８億９,６２１万６,０００円とするものです。 

３ページへお進みください。 

第２表、地方債補正です。 

リサイクルセンター外構災害復旧事業について、事業費確定に伴い、限度額を３４０

万円から１７０万円に減額変更するものです。 

なお、起債の方法、利率、償還の方法については変更ありません。 

次に、歳入歳出予算補正事項別明細書ですが、１、総括は省略させていただき歳入か

ら御説明いたします。 

７ページをお開きください。 

２、歳入です。 

目の補正額欄で申し上げます。 

１款分担金及び負担金、１項１目関係町負担金３,４６８万１,０００円の減は、この

後申し上げる歳入歳出の補正を取りまとめた結果、徴収を要しなくなった分を減額する

ものです。 

４款繰越金、１項１目繰越金１,４０４万７,０００円の増は、前年度における繰越額

であります。 

８ページをお開きください。 

５款諸収入、１項１目預金利子３５万円の増は、定期預金の金利上昇によるもので

す。 

２項１目資源物売払等収入５０万円の増は、ごみ処理施設の資源物売払収入の見込額
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の増額によるものです。 

９ページをお開きください。 

３、歳出です。 

同じく、目の補正額欄で申し上げます。 

１款議会費、１項１目議会費２１万２,０００円の減は、議会の開催状況に伴う不用額

などであります。 

２款総務費、１項１目一般管理費６５万１,０００円の増は、令和７年度人事院勧告に

準拠した給与等の増額に伴う不足分であります。 

１０ページをお開きください。 

３款衛生費、１項１目リサイクルセンター費２２万３,０００円の減は、主に人件費の

執行額の確定によるものです。 

１項２目ごみ処理施設管理費２,０００万円の減は、電気料が燃料油価格定額引き下げ

措置の延長に伴い、当初見込よりも大幅に抑えられたことによる減額となります。 

なお、１１ページ以降の補正予算給与費明細書につきましては、説明を省略させてい

ただきます。 

以上で、議案第２号の内容説明を終わります。 

○議長（西原 浩君） 議案第２号の内容説明が終わりましたので、本件の質疑を行い

ます。 

 質疑に入ります。 

 質疑ございませんか。 

 （「なし」の声あり） 

○議長（西原 浩君） 質疑を終わります。 

 これから、討論に入ります。 

討論ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（西原 浩君） 討論を終わります。 

 これから、採決いたします。 

 本案を原案のとおり承認することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（西原 浩君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第２号は原案のとおり可決されました。 

────────────────────────────────── 

◎日程第６ 議案第１号 

○議長（西原 浩君） 日程第６ 議案第１号令和８年度根室北部廃棄物処理広域連合

一般会計予算を議題といたします。 

 内容について説明を求めます。 

 広域連合事務局長。 

○事務局長（田村康行君） 議案第１号の内容説明をいたします。 

別冊の令和８年度一般会計予算書の１ページをお開きください。 

令和８年度根室北部廃棄物処理広域連合一般会計予算。 

令和８年度根室北部廃棄物処理広域連合一般会計予算は、次に定めるところによる。 

第１条、歳入歳出予算。 
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歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ９億６,７００万円と定める。 

第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出

予算」による。 

第２条、地方債。 

地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、

限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表 地方債」による。 

第３条、一時借入金。 

地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入の最高額は２,０００

万円と定める。 

２ページをお開きください。 

第１表、歳入歳出予算で、はじめに歳入です。 

１款分担金及び負担金、１項で９億１６０万９,０００円。 

２款使用料及び手数料、１項と２項で１２万８,０００円。 

３款国庫支出金、１項で１,６７１万６,０００円。 

４款繰越金、１項で１,０００円。 

５款諸収入、１項と２項で１,７０４万６,０００円。 

６款広域連合債、１項で３,１５０万円。 

歳入合計で９億６,７００万円とするものです。 

３ページへお進みください。 

歳出です。 

１款議会費、１項で６８万７,０００円。 

２款総務費、１項から３項で５,１６６万２,０００円。 

３款衛生費、１項で９億１,１１７万６,０００円。 

４款公債費、１項で４７万５,０００円。 

５款予備費、１項で３００万円。 

歳出合計で９億６,７００万円とするものです。 

４ページをお開きください。 

第２表、地方債です。 

起債の目的と限度額、リサイクルセンター外構災害復旧事業限度額１７０万円、ごみ

処理施設基幹改良事業限度額３,１５０万円。 

起債の方法、利率、償還の方法はいずれも同じとなっており、起債の方法、証書借入

又は証券発行。 

利率、３．０％以内（ただし、利率見直し方式で借入し、利率の見直しを行った後に

おいては当該見直し後の利率）。 

償還の方法、公的資金については、その融資条件により、その他の場合にはその債権

者と協定する。ただし、広域連合財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又

は繰上償還もしくは低利に借換えすることができるものとする。 

次に、歳入歳出予算事項別明細書ですが、１の総括は省略させていただき、先に３の

歳出から説明いたします。 

１１ページをお開きください。 

３、歳出です。 

目の欄で申し上げます。 
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１款議会費、１項１目議会費６８万７,０００円、前年度と同額です。 

１２ページをお開きください。 

２款総務費、１項１目一般管理費、１４ページまでです。５,１０６万４,０００円

で、２３２万５,０００円の増は、職員の給与表の改定による人件費の増と、事務局のオ

フィスソフト更新費用が主なものでございます。 

１５ページをお開きください。 

２項１目選挙管理委員会費８万６,０００円、前年同額です。 

３項１目監査委員費５１万２,０００円で、３万４,０００円の減は、費用弁償の減額

によるものです。 

１６ページをお開きください。 

３款衛生費、１項１目リサイクルセンター費、１７ページまでです。８,２７４万

２,０００ 円で、５２６万３,０００円の増は、労務単価等の上昇に伴う施設管理業務委

託料で増、施設点検補修工事費で給電設備更新工事等による増が主なものです。 

１８ページをお開きください。 

１項２目ごみ処理施設管理費、１９ページまでです。８億２,８４３万４,０００円

で、４,２９９万５,０００円の増は、リサイクルセンター同様、労務単価の上昇に伴う

施設管理業務委託料の増、施設延命化に向けた基幹改良工事発注仕様書等策定等の計画

支援に係る費用として、基幹改良関連業務委託料５,２３６万円を計上したものが主なも

のでございます。 

２０ページをお開きください。 

４款公債費、１項１目元金４２万円は、リサイクルセンター災害復旧事業債の元金償

還金です。 

１項２目利子５万５,０００円は、リサイクルセンター災害復旧事業債の利子償還金及

び基幹改良工事に伴う関連業務委託料支払時に一時借入を予定しており、その分の一時

借入金利子となります。 

５款予備費、１項１目予備費は３００万円です。 

次に、歳入について御説明いたします。 

７ページまでお戻りください。 

２、歳入です。 

同じく、目の欄で申し上げます。 

１款分担金及び負担金、１項１目関係町負担金９億１６０万９,０００円で７０万

９,０００ 円の増です。関係町ごとの負担金につきましては、説明欄のとおりとなってお

ります。 

２款使用料及び手数料、１項１目衛生使用料７万８,０００円。 

２項１目衛生手数料５万円で、ともに前年度からの増減はありません。 

８ページをお開きください。 

３款国庫支出金、１項１目衛生費補助金１,６７１万６,０００円で、ごみ処理施設基

幹改良に係る計画支援業務に対する循環型社会形成推進交付金です。 

４款繰越金、１項１目繰越金１,０００円。 

５款諸収入、１項１目預金利子５万円、いずれも前年度と同額です。 

２項１目資源物売払等収入１,６９５万円で、２０５万６,０００円の増は、実績に基

づき精査したものです。 



─ 9 ─ 

２項２目雑入４万６,０００円で、１万９,０００円の増は、会計年度任用職員の社会

保険収入によるものです。 

６款広域連合債、１項１目衛生債３,１５０万円で、ごみ処理施設整備事業債です。 

次に、２１ページをお開きください。 

給与費明細書です。 

１、特別職。 

議員、監査委員及び選挙管理委員会委員の報酬です。 

職員数は、議員１６人、その他の特別職６人、計２２人。報酬は、議員３２万円、そ

の他の特別職１７万６,０００円、計４９万６,０００円で、職員数、報酬、ともに増減

はございません。 

２２ページをお開きください。 

２、一般職です。 

（１）総括の下段、比較の欄で御説明いたします。 

給与費の給料で６５万５,０００円の増、職員手当で４万１,０００円の増、給与費合

計で６９万６,０００円の増、共済費で５万７,０００円の増、合計で７５万３,０００円

の増となるものです。 

２２ページ中段から２３ページ下段までの職員区分ごとの給与費明細、２４ページ上

段の（２）給料及び職員手当の増減額の明細、２４ページ中段から２６ページまでの

（３）給料及び職員手当の状況につきましては説明を省略させていただきます。 

２７ページをお開きください。 

地方債に関する調書です。 

表の一番下の段、令和６年度末現在高及び令和７年度末現在高見込み額は、いずれも

１７０万円。 

令和８年度中の起債見込み額が３,１５０万円で、令和８年度末現在高見込み額は

３,３２０万円となります。 

以上で、議案第 1 号の内容説明を終わります。 

○議長（西原 浩君） 議案第１号の内容説明が終わりましたので、本件の質疑を行い

ます。 

 質疑に入ります。 

 質疑ございませんか。 

 （「なし」の声あり） 

○議長（西原 浩君） 質疑を終わります。 

 これから、討論に入ります。 

討論ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（西原 浩君） 討論を終わります。 

 これから、採決いたします。 

 本案を原案のとおり承認することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（西原 浩君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第１号は原案のとおり可決されました。 

────────────────────────────────── 
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◎日程第７ 同意第１号 

○議長（西原 浩君） 日程第７ 同意第１号根室町村等公平委員会委員の選任を議題

といたします。 

 内容について説明を求めます。 

広域連合長。 

○広域連合長（曽根興三君） 同意第 1号根室町村等公平委員会委員の選任について御説

明申し上げます。 

 本件は、根室町村等公平委員会委員の選任について、地方公務員法第９条の２第２項

の規定によりまして、議会の同意を求めるものでございます。 

 根室町村等公平委員会につきましては、３名の方が委員に選任されておりますけれど

も、このたび、標津町の大木敏道氏が令和８年３月３１日をもって任期満了となります

ことから、根室町村等公平委員会規約第３条の規定に基づき、関係町長等が協議した結

果、標津郡標津町南４条西２丁目１番２６号にお住いの、本間英敏氏を新たに選任いた

したく、議会の同意を求めるものでございます。 

 本間氏は昭和３４年７月１８日生まれの満６６歳でして、任期につきましては、令和

８年４月１日から令和１２年３月３１日までの４年間となります。 

 本間氏の主な経歴を申し上げますと、昭和５５年３月に道都短期大学を卒業後、同年

４月に標津町役場に奉職され、教育委員会管理課長、税務課長、商工観光課長、教育委

員会生涯学習課長などを歴任され、令和２年３月をもって定年を迎えております。 

 定年後も再任用職員として、税務課、保健福祉センター、教育委員会生涯学習課など

で、令和６年３月まで務められておりました。 

 本間氏は、人格、識見ともに大変優れた方でございますので、公平委員に任命いたし

たく、御同意を賜りますようよろしくお願いを申し上げます。 

 以上です。 

○議長（西原 浩君） 同意第１号の内容説明が終わりましたので、本件の質疑を行い

ます。 

 質疑に入ります。 

 質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（西原 浩君） 質疑を終わります。 

 これから、討論に入ります。 

 討論ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（西原 浩君） 討論を終わります。 

 これから、採決いたします。 

 本案を原案のとおり同意することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（西原 浩君） 異議なしと認めます。 

 したがって、同意第１号は本件のとおり同意することに決定いたしました。 

────────────────────────────────── 

◎閉会宣告 

○議長（西原 浩君） 以上をもって、本定例会に付議されました案件は、全て終了い
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たしました。 

 会議を閉じます。 

 令和８年第１回根室北部廃棄物処理広域連合議会定例会を閉会いたします。 

 ────────────────────────────────── 

◎広域連合長挨拶 

○議長（西原 浩君） 広域連合長挨拶。 

○広域連合長（曽根興三君） 本日、提案させていただきました案件につきましては、

速やかに御審議をいただき、御決定を賜りましたことを心から厚く御礼申し上げます。 

さて、ごみ処理施設長寿命化総合計画の策定に伴いまして、令和８年度から施設延命

化に向けた準備が進められることとなります。 

施設延命化の概要ですけれども、令和９年度着工し、令和１２年度完成予定で、概算

本工事費が約７０億円と大変多くの時間と費用を要することとなります。 

関係町におきましても、今後負担を強いられることになろうかと思いますけれども、

求められる性能水準をしっかりと保ちつつ長寿命化を図り、ライフサイクルコストを可

能な限り低減し、そういう施設づくりを目指していくことをここでお誓い申し上げ、皆

様方の御理解の程よろしくお願い申し上げます。 

結びになりますけれども、今後も引き続き適正な運転管理、維持管理に努めまして、

なお一層効率的で経済的な運営を心がけ、最善の努力をしてまいりたいと考えておりま

すので、議員各位並びに関係住民の皆様方に御理解と御協力をお願い申し上げまして、

閉会にあたりましての御挨拶とさせていただきます。 

本日は誠にありがとうございました。 

○議長（西原 浩君） 以上で、終わります。 

 皆様、大変御苦労さまでした。 

 

閉会 午後１時５８分   
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 上記は、地方自治法第１２３条の規定により会議の次第を記載したものであ

る。 
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